
面積

申請種別

ア → ア イ

増加部分

ア イ

減少部分 増加部分

（都市計画法関係）

その他 ４２条１項ただし書

Ⅲ　面積増加

Ⅳ　面積増減

ア

「工区変更、工事施工者変更（１万㎡以上自己業務用、否自己用）、予定建築物変更」　　  　　　　　　          １２，０００円／件　

（従前の面積から減少部分を差し引いた面積（ア）に対応する金額） × １／１０ + （増加部分の面積（イ）に対応する金額）

２，０００円
その他

開
発
変
更
許
可

Ⅴ　その他の変更

　Ⅰ～Ⅳまでの、いずれか一つで手数料算定
　 (上限は１，０００，０００円）

　Ⅰ～Ⅳと同時の場合は加算

① （従前の面積（ア）に対応する金額）×１／１０ + （増加部分の面積（イ）に対応する金額）

② （増加部分の面積（イ）に対応する金額）　……　設計変更がなく、面積増加のみの場合

従前の面積

（従前の面積に対応する金額）×１／１０

７，７００円

４１条２項ただし書

２９，０００円５４，０００円

（変更後の面積に対応する金額）×１／１０

１万㎡以上６，０００㎡以上３，０００㎡以上１，０００㎡以上

１，０００㎡未満 ３，０００㎡未満 ６，０００㎡未満 １万㎡未満

５１０円

１１０，０００円７７，０００円４４，０００円２１，０００円

開発登録簿写し交付３７条１号建築承認

２３０，０００円１００，０００円

建築許可
（４３条）

２１，０００円

３，２００円

２，１００円

開
発
許
可

１，０００㎡未満 ３，０００㎡未満

１５，０００円 ３６，０００円 ７７，０００円 １４０，０００円

１，０００，０００円７８０，０００円６００，０００円４６０，０００円３１０，０００円

１万㎡未満 ３万㎡未満

１５０，０００円１００，０００円５１，０００円１０，０００円

その他（否自己用）

１０万㎡以上６万㎡以上３万㎡以上１万㎡以上６，０００㎡以上３，０００㎡以上１，０００㎡以上

２４０，０００円

６，０００㎡未満

自己用住宅、自己業務用（１万㎡未満）

４，８００円

自己業務用（１万㎡以上）

その他（否自己用）

自己業務用

自己用住居

地位承継
（４５条）

４００，０００円

Ⅱ　面積減少

Ⅰ　面積変更なし

９８０円

２６，０００円

３２０，０００円

３６０，０００円２６０，０００円２１０，０００円

５６０，０００円

１５０，０００円

開発許可不要等証明

開 発 許 可 申 請 手 数 料 一 覧 表

（平成12年条例第２号）

茨木市手数料条例

調区建築許可証明

調区建築特例許可証明

６万㎡未満 １０万㎡未満


